
 サポーターとは？         ◆サポーター 会費2,000円 
 

○民主党を応援して下さる18歳以上の方なら、どなたでもサポーターになれます。 
 

○会費は年間2,000円です。（有効期間は1年） 
 

○サポーターになると、党代表選挙で投票することができるほか、党が主催する講演会や勉強会、イベント、 
 

 選挙ボランティアに参加することができます。 

 

 党員とは？          ◆党   員 党費6,000円 
 

○民主党の基本理念と政策に賛同する18歳上の方なら、どなたでもなれます。 
 

○在外邦人や在日外国人の方も党員になれます。 
 

○党員は、それぞれの地域にある民主党の総支部(総支部がない地域は都道府県蓮)に所属します。 
 

 ｢総支部｣とは、衆議院、参議院の各議員、または公認候補者などを代表とする民主党の地域組織です。 
 

○党費は年間6,000円です。（有効期間は1年） 
 

○党員は、民主党の運営や活動、政策づくりに参画でき、党代表選挙で投票することができます。 
 

○民主党の広報誌｢プレス民主｣（月2回発行）と党員証が送付されます。党員の権利や活動は民主党規約や 
 

 組織規則、倫理規則で定められており、それ以外の義務やノルマなどはありません。 

 

 民主党代表選挙への参加 
 

○民主党代表の任期は2年。代表選挙は2年に1度行われます。（現代表の任期は2008年9月末です。） 
 

○今年5月31日の党本部定時登録（年1回、党本部で全国のサポーターと党員の名簿を集計して一括登録） 
 

 の時点で、サポーターか党員になり、登録されていることが条件です。 
 

○投票資格のある方には、代表選挙の際、党本部から投票用紙が郵送され、郵便投票によって選挙に参加し 
 

 ます。 
 

 

            お申し込み方法 
 

 別紙の申込書に必要事項を記入して、下記の事務所に 
 

 ただちにご提出下さい。5月15日までに下記事務所へ 
 

 ＦＡＸ、郵便、あるいは宅配便でお送り下さっても 
 

 結構です。 

 
 ◆ お申し込み先 ◆ 
 

    民主党埼玉県第７区総支部 

    小宮山泰子事務所 

      〒350-0043 

      埼玉県川越市新富町2-33-9 

      電 話０４９（２２２）２９００ 

      ＦＡＸ－４９（２２５）２００１ 

 

サポーター 

党 員 
－申し込み締切－ 

5 月 15 日 

お申し込み、 

お待ちして 

おります。 

民主党のサポーターか党員になりませんか。 

政権交代による本当の改革を目指す民主党を、足腰のしっかりし

た力強い政策集団に育て上げるため、多くの皆様にサポーター

か党員へのご登録をいただけますよう、お誘い申し上げます。 



ふりがな 性別 年 齢

明治・大正・昭和 年 月 日

ご住所

●できるだけ下記の項目もご記入ください。

電　話

ご職業

ふりがな 性別 年 齢

明治・大正・昭和 年 月 日

ご住所

●できるだけ下記の項目もご記入ください。

電　話

ご職業

ふりがな 性別 年 齢

明治・大正・昭和 年 月 日

ご住所

●できるだけ下記の項目もご記入ください。

電　話

ご職業

ふりがな 性別 年 齢

明治・大正・昭和 年 月 日

ご住所

●できるだけ下記の項目もご記入ください。

電　話

ご職業

民主党埼玉県第７区総支部　小宮山泰子事務所

　　〒350-0043　埼玉県川越市新富町２－３３－９

　　電話０４９（２２２）２９００　ＦＡＸ０４９（２２５）２００１

お申込
方　法

　5月15日までに下記事務所へ直接ご持参いただくか、ＦＡＸ、郵便、あるいは宅配便でお送り下さい。

勤務先

　　 民主党党員・サポーター 登録申込書

〒　　　－

E-mail

生　年　月　日

お名前 男・女
（西暦　　　　　年）

勤務先

どちらかに○ 党　員　　・　　サポーター 年　　　　　月　　　　　日　申込

〒　　　－

E-mail

生　年　月　日

お名前 男・女
（西暦　　　　　年）

勤務先

どちらかに○ 党　員　　・　　サポーター 年　　　　　月　　　　　日　申込

〒　　　－

E-mail

生　年　月　日

お名前 男・女
（西暦　　　　　年）

男・女

どちらかに○ 党　員　　・　　サポーター 年　　　　　月　　　　　日　申込

E-mail

勤務先

生　年　月　日

〒　　　－

年　　　　　月　　　　　日　申込

（西暦　　　　　年）

どちらかに○ 党　員　　・　　サポーター

お名前


